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○ 東京都教育委員会は、平成 16 年４月、新たな制度の下でスタートした戦後から

の教育を振り返り、今日の教育を巡る課題を改めてとらえ直し、21 世紀の東京ひ

いては日本の創造的発展を支える人間の育成の視点に立って、国に先駆けてこれ

からの教育の在り方を明らかにする「東京都教育ビジョン」を策定した。 

この「東京都教育ビジョン」では、21 世紀を担う子供たちの育成という共通の

目標の下に、目指す人間像、家庭・学校・地域・社会に期待される役割を明らか

にし、その上で、子供たちの教育を巡る課題と東京都における今後の取組の方向

を示した。そして、現行制度にとらわれず、中長期的展望に立ち、都の教育改革

の方向性を 12 の取組の方向と 33 の提言としてまとめた。 

 

○ その後、「東京都教育ビジョン」で示した事項については、予算や重点事業に反

映させ、施策化に取り組んできた。策定後３年を契機に、進ちょく状況を点検し

たところ、着実に実施されていることが明らかになった。（参考資料） 

  例えば、提言 13「教員養成のあり方の見直し」を受け、教員を養成する大学と

連携した「東京教師養成塾」を開設し、学生段階から実践的指導力の育成に取り

組み始めた。また、提言 19「奉仕体験・勤労体験の必修化」を基に、すべての都

立高校で、教科「奉仕」を必修化し、生徒の社会貢献の精神の育成や地域と連携

した教育活動の充実を図っている。いずれの取組も、国に先駆けてスタートし、

他の地方公共団体にも広がりつつある。 

一方、国に対して働きかけた制度改正の要望等は、まだ実現していないものも

あることから、更なる教育改革の実現に向けて、引き続き国に要望していく。 

 

○ 東京都においては、平成 18 年 12 月に、オリンピックが開催される 2016 年の東

京の目指すべき姿と、それに向けた政策展開の方向を示す都市戦略として、「10

年後の東京」を策定し、目標の一つとして「意欲ある誰もがチャレンジできる社

会を創出する」ことを掲げ、その実現のためには、「次代を担う子どもたちを健全

に育成する」ことが必要であるとした。 

 

○ また、同月には、約 60 年ぶりに教育基本法が改正され、｢公共の精神｣の尊重や

「豊かな人間性や創造性」、「学校・家庭・地域住民等の相互の連携協力｣等、東京

都教育委員会の教育目標と同様の内容が、新たに規定されたところである。 

さらに、教育の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、国にお

Ⅰ 東京都教育ビジョン（第２次）策定の基本的な考え方 

１ 東京都教育ビジョン（第２次）策定の経緯とねらい 
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いては「教育振興基本計画」を定めることとなり、地方公共団体においても、教

育の振興のための施策に関する基本的な計画である「教育振興基本計画」の策定

が努力義務として示された。 

 

○ 東京都教育委員会では、「教育振興基本計画」策定の努力義務が示される以前か

ら「東京都教育ビジョン」を策定し、教育改革を推進してきた。 

しかし、今日の社会の急速な変化の中で、学校教育を地域の社会資源で支える

仕組みづくりや、社会全体で家庭教育や子育て、若者の自立を支援する仕組みづ

くりなど、新たな課題への対応が求められている。「10 年後の東京」の目指す方向

性や時代の変化を的確にとらえ、更なる教育改革を展開していくためには、今後

取り組むべき方向性を示すとともに、それを実現するための具体的な施策を明示

し、それらを実行に移していく必要がある。 

 

○ こうしたことから、「東京都教育ビジョン」や「10 年後の東京」における基本的

な考え方を踏まえつつ、東京都の教育を巡る状況や課題を再整理し、関係各局の

協力を得て、新たな取組の方向や重点施策、５年程度を計画期間とした推進計画

を示す「東京都教育ビジョン（第２次）」を策定することにした。 

なお、この「東京都教育ビジョン(第２次)」は、東京都における「教育振興基

本計画」としても位置付ける。 

 

○ 今回の「中間まとめ」は、これからの取組の方向と重点施策までを示すもので

ある。今後「中間まとめ」に対する意見を、広く都民、関係者等から聴くととも

に、取組の方向・重点施策に基づく推進計画を作成し、平成 20 年５月には、「東

京都教育ビジョン（第２次）」として発表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
東京都教育ビジョン（16年４月策定） 

      10 年後の東京（18 年 12 月策定） 実行プログラム(19 年 12 月策定)

東京都教育ビジョン（第２次）＜20 年 5 月策定＞ 

推進計画 基本的な考え方 取組の方向・重点施策 

理念を引き継ぐ 

考え方を踏まえる 教育に関する重点的な事業 

東
京
都
教
育
委
員
会
の

教
育
目
標 

「東京都教育ビジョン」と「10 年後の東京」との関係 

教育基本法の改正(18 年 12 月)

教育 3 法の改正(19 年 6 月) 
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(１) これからの 10 年間に予想される社会の変化 
 

○ 東京都の人口は、平成 27 年ころには 1,300 万人程度に増え、その後、緩やかな

減少に転じるものと見込まれる。また、平成 13 年度から増加している公立小学校

児童数は、平成 22 年度まで増加し、その後、地域によって違いはあるものの、全

体的には平成 24 年度ころまで増加の傾向にある。さらに、平成 18 年度から増加

に転じた公立中学校生徒数は、引き続き増加傾向を示す。 

しかし、全国的に進行する少子化の影響は避けられず、長期的には生産年齢人

口は減少するものと見込まれる。また、高齢化は着実に進行し、10 年後には約 300

万人の高齢者が東京で生活することとなる。 

 

○ 今後、女性や高齢者の労働市場参加を一層促進することが必要であり、男性や

若年層も含めて社会全体で働き方の見直しを進め、一人一人の仕事と生活の調和

（ワーク・ライフ・バランス）を実現していくことが重要な課題となる。 

 

○ 大量退職期を迎えている団塊の世代１）は、定年退職後も、新たな価値を生む活

動を自らつくり出す活力ある層として社会を活性化することが期待されている。

ボランティア活動やコミュニティづくりに対する社会的気運や参画意識が高まり、

多くの都民が幅広い分野で活躍する社会が広がっていく。 

 

○ 情報化の一層の進展に伴い、ユビキタスネット社会２)の時代を迎える。高齢者

や障害者も含め、だれでも簡単にＩＣＴ３）を活用できるようになり、世代や地域

を越えたコミュニケーションが盛んになるとともに、新しい社会システムや価値

観などが生み出されるようになる。しかし、その一方で、個人情報の漏洩やネッ

ト上の悪質商法、有害情報の氾濫、オンライン・ゲームに没頭しすぎるインター

ネット依存症等といったＩＣＴの「影」の部分への対応も課題となる。 

 

○ 地球温暖化に代表される世界的な環境危機が深刻化し、環境面から持続可能な

社会システムの構築が急務となってくる。また、教育分野においても、社会が持

続的に発展していくための人材育成という視点がますます重要となる。 

 

１）団塊の世代：昭和 22 年から昭和 24 年の３年間に生まれた世代を指す。この３年間の出生数は厚生労働省の

統計では約 800 万人である。 

２）ユビキタスネット社会：ユビキタスとは、ＩＣＴが生活の隅々にとけ込むことによって、あらゆる人や物が

結び付くという基盤性に着目した理念 

３）ＩＣＴ:情報（information）や通信（communication）に関する技術の総称 

 

２ 社会の変化と教育が果たす役割 
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○ グローバル化４）が一層進み、多様な主体や異なる文化との共生がより強く求め

られる。同時に、様々な分野においてボーダレス化５)が進み、国際競争が一層激

しくなる。人々の知的活動・創造力が最大の資源である我が国には、国際競争力

を高めるために、科学技術等によるイノベーション６）を生み出す仕組みの強化が

求められる。 

 

(２) 教育が果たす役割 

 

○ 明治期における近代学校教育制度の成立以来、国民の教育水準の向上に国を挙

げて取り組み、国家の近代化を大きく加速させてきた。戦後においても、国民の

知的水準の高さが、高度経済成長の大きな原動力となり、今日の豊かな社会の実

現につながった。こうした歴史が示すように、教育は、いつの時代も国家・社会

の発展の礎となるものである。 

 

○ 教育基本法第１条では、教育の目的を「人格の完成を目指し、平和で民主的な

国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成」

と規定している。 

教育には、個人の能力を伸長し、自立した人間を育てるとともに、国家や社会

の形成者たる国民を育成するという使命があり、このことはいかに時代が変化し

ても変わらないものである。 

また、先人たちの努力と英知によって築かれ、継承されてきた文化や文明を、

後の世代に受け継ぎ、より豊かなものへと発展させていくことも教育の重要な使

命である。 

 

○ 先に述べた今後 10 年間の社会の変化を見据えたとき、これからの時代を切り拓

き、次代を担う力を持った子供たちを育成することは、資源に恵まれない我が国

にとって、何よりも重要なことである。 

 

 

 

 

 

 

４）グローバル化：物事の規模が国家の枠組みを越え、地球全体に拡大すること。 

５）ボーダレス化：境界が薄れた状態。世界経済・情報通信・メディア・環境問題など、国家の枠にとどまらな

い多様な事象や活動についていう。 

６）イノベーション：人々に新しい価値をもたらす行為。経済成長の原動力となる革新 
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○ 東京都教育委員会は、日本の未来を担う人間を育成する教育が重要であるとの

認識に立ち、教育目標において次のように目指す人間像を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ この教育目標の定める人間像は、自らの夢や目標の実現を目指して努力し、自

己実現を図っていくことのできる人間、自らを厳しく律するとともに、他者への

思いやりの心を持ち、様々な人々との交流などを通して豊かな人間関係を築くこ

とのできる人間、日本の伝統・文化を尊重し、自らの言葉で語ることのできる人

間、世界の中の日本人としての誇りと自覚を持って、社会の一員としての責任を

果たし、社会に積極的に貢献していこうとする人間である。 

 

○ 教育目標には、教育の普遍的な使命と新しい時代の大きな変化の潮流を踏まえ

た人間形成の理念がある。東京都教育委員会は、今後も教育目標で示した人間像

を目指し、子供たちの教育に力を入れていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都教育委員会は、子供たちが、知性、感性、道徳心や体力をはぐくみ、 

人間性豊かに成長することを願い、 

• 互いの人格を尊重し、思いやりと規範意識のある人間 

• 社会の一員として、社会に貢献しようとする人間 

• 自ら学び考え行動する、個性と創造力豊かな人間 

の育成に向けた教育を重視する。 
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 いかなる時代においても最も大切なことは、次代を担う人材を育成していくこと

である。子供たち一人一人が、様々な活動に目を輝かせて取り組み、将来に夢や希

望を持って成長していくことは、都民の共通した願いである。同時に、子供たちが

生き生きと活躍する姿は、それぞれの地域、そして東京都全体に活力を与えてくれ

るものである。 

平成 25 年に東京で開催される国民体育大会や平成 28 年に行われるオリンピック

の招致は、子供たちに多くの夢や希望、そして感動を与える機会となるに違いない。 

東京都教育委員会は、子供たちが夢や希望を持ち、多くのことに感動しながら成

長していけるように、教育行政に取り組んでいく。 

 

(１) 社会全体で子供の教育に取り組む 

 

○ 東京の教育を更に向上させていくには、これからの社会の変化を見据えつつ、

子育て家庭への支援や高齢者の多様な分野での社会参加の促進といった、当面す

る課題への対応とともに、社会全体で子供の教育に取り組む環境を整えていくこ

とが必要である。 

 

○ また、これからは、生涯学習の時代といわれている。生涯学習社会とは、すべ

ての都民が生涯を通じて自己実現のために努力することができる豊かな社会であ

り、東京都教育委員会をはじめ、国や区市町村のほか、企業・大学・ＮＰＯ１）等

も含めて社会全体の力を結集し、生涯学習社会を実現していくことが求められて

いる。 

 
ア 家庭・学校・地域・社会の連携の強化 

 

○ 「東京都教育ビジョン」では、21 世紀を担う子供たちの育成という目標の下、

家庭・学校・地域・社会に期待される役割を明らかにした。 

家庭：基本的な生活習慣等を身に付け、家族愛の中で心の居場所を見出す場 

学校：社会で求められる知識・技能、人間関係の基礎などを習得する場 

地域：人間関係や社会の中での習慣や規則を学ぶ場 

社会：職業生活や社会貢献を通じて自己実現を図る場 

 

 
１）ＮＰＯ：ボランティア活動などの社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称。法人格の有無を問

わず、様々な分野（福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など）で、社会の多様化したニーズに

こたえる重要な役割を果たすことが期待されている。 

３ 東京都が目指すこれからの教育 
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○ 家庭・学校・地域・社会に期待される役割は変わるものではなく、それぞれの

立場の人々が改めて確認する必要がある。同時に、これからの教育は、関係者の

相互の連携によってこそ成り立つとの認識に立つことが重要である。 
 

○ 学校は、子供たちの教育に直接的にかかわる立場であるが、同時に関係者のニ

ーズを受け止め、それを教育活動に適切に反映させ、課題も含めて、その過程や

結果を関係者に説明していくことが求められる。しかし、学校のこうした取組だ

けでは教育は成り立たない。例えば、学力の向上には、基本的な生活習慣を確立

していくことが重要な要素の一つであり、学校での学習指導とともに、家庭での

取組があってこそ成果が期待される。さらに、子供たちの安全や豊かな体験の場

の確保は、学校と地域、社会が連携してこそできるものである。 

 

○ 家庭・学校・地域・社会が共通の認識の下に連携・協力して子供の教育に当た

ることは、結果的に家庭や地域、そして、社会全体の教育力を向上させていくこ

とにもつながっていく。こうしたことから、社会全体で子供の教育を支える仕組

みを構築し、都内全域に波及させていくことを目指す。 

 

○ 東京都の教育行政は、東京都教育委員会、区市町村教育委員会がそれぞれ役割

を分担して推進している。教育に係る取組は、協働して行われることによって進

展するものである。東京都教育委員会は、関係各局をはじめ、区市町村教育委員

会や都民の参加と協力の下に、広域的な視点から、社会全体で子供の教育を支え

る仕組みづくりを推進していく。 

また、教育行政の推進に当たっては、学校の実情や課題等を的確に把握し、そ

の改善に向けて、学校と一体になって取り組んでいく。その際、ＩＣＴを活用し

たネットワークの構築についても検討していく。 

 
 

イ 外部人材の積極的な活用 

 
○ 様々な要因により、最近の学校教育には解決の困難な多くの課題が発生してい

る。教育に対する高い期待と様々なニーズが存在する中、もはや学校だけですべ

てを解決するには限界がある。 

 

○ 退職期を迎える団塊の世代は、様々な社会経験を積み、知恵と活気にあふれた

活力ある層として社会を活性化することが期待できることから、こうした人材を

はじめとして、地域の様々な人材の力を積極的に活用していくことが大切である。 
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○ また、学校の教育活動は、様々な専門性を有する外部人材の協力を得ることで、

一層の効果を上げることが期待される。こうした専門性を有する人材を学校や地

域における教育活動に積極的に活用していく仕組みを整えていくことは、東京都

の教育の質を高めていく上で極めて重要である。 

 

○ 様々な経験や専門性を有する人たちが、学校や地域の教育を支援することを通

じて、自己実現を果たしていくことは、生涯学習社会の実現にも通じるものであ

る。 

 

(２) 「生きる力」をはぐくむ教育を推進する 

 

○ 「生きる力」とは、変化の 

 激しいこれからの社会を生き 

る子供たちに身に付けさせた 

い「確かな学力」、「豊かな人 

間性」、「健康・体力」の三つ 

の要素からなる力である。 

   
○ 21 世紀の社会は、科学技術 
 の一層の発展とグローバル化 
のますますの進展が予想される。今日の高度情報化社会の到来は、様々な情報が

容易に入手できるようになるなど、人々の生活様式を豊かにさせた反面、我々は、

インターネット等を利用した新たな犯罪の増加、情報格差２）の拡大など、これま

でに経験のない問題に直面している。また、グローバル化の時代には、様々な文

化や価値観を持つ多様な主体と共に生きていくとともに、激しい競争社会におい

て、力強く生き抜いていく力が求められる。 

 

○ このように変化の激しい社会で、子供たちが自分の未来を切り拓いていくには、

「生きる力」をはぐくむという理念がますます重要になってくる。とりわけ、他

者との人間関係を築き、協調したり切磋琢磨したりしながら自己の役割を果たし

ていく力や、いかなる状況においても、自ら考え判断し、困難な局面を切り拓い

ていくことのできる「確かな学力」を身に付けることは、これからの時代を、主

体的、創造的に生きていくために極めて重要である。 

 
２）情報格差：情報や情報通信技術を持つ者と持たない者の間に発生する格差 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康・体力 
たくましく生きるための健

康や体力 

 

確かな学力 
知識・技能に加え、学ぶ意欲や、自

分で課題を見付け、自ら学び、主体

的に判断し、行動し、よりよく問題を

解決する資質や能力など 

 
豊かな人間性 

自らを律しつつ、他人と協調し、

他人を思いやる心や感動する心

など 

生きる力 
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ア 次代を切り拓く力の育成 

 

○ 人間は、他者や社会などとのかかわりの中で生きていく存在であり、これから

の国際競争の激しい時代を生きる子供たちには、自らに自信を持ち、様々なこと

に挑戦するとともに、自らを律しつつ、他者と協調することが求められ、積極的

で思いやりのある豊かな人間性、たくましく生きるための健康や体力などを育成

していくことが一層必要になってくる。 

 

○ とりわけ、他者との人間関係を築く力は、子供たちが新しい社会を切り拓いて

いく上で必要不可欠な能力である。人間関係を築いていくには、相手の考えや気

持ち、立場などを「想像」し、新たな関係や社会を「創造」していく力が求めら

れる。そのためには、他者と積極的にコミュニケーションを行うための能力や、

思いやりのある豊かな人間性などの育成が必要になる。 

 

○ 人間関係を築く力は、子供たちが未来への夢や目標を抱き、活力ある豊かな国

家・社会をつくる営みに参加する原動力となるものであり、その育成は、10 年先

の社会を見据えたとき、子供たちが最も身に付けていかなければならない力であ

る。 

 

イ 「確かな学力」の育成 

 

○ 「東京都教育ビジョン」では、平成 14 年度から小・中学校において新たな学習

指導要領が実施されたことを受け、児童・生徒が時間的・精神的なゆとりの中で

じっくり学び、基礎・基本を確実に身に付ける教育を推進していくことや、多く

の知識を教え込む教育から、自ら学び自ら考える力など｢生きる力」をはぐくむ教

育への転換を図っていくことを重視し、取組を進めてきたところである。 
 
○ ところが、いわゆる「ゆとり教育」という言葉が象徴するように、ゆとりの中

で「生きる力」をはぐくむという理念が、十分理解されないまま、学力向上を重

視しない考え方であるとの批判が高まった。 

 

○ しかし、東京都教育委員会においては、児童・生徒一人一人に、基礎的・基本

的な知識・技能を確実に身に付けさせるとともに、いかに社会が変化しようと、

自ら主体的に課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力等の育成を図

ることを重視してきたところであり、今後もその考え方に変わりはない。 
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○ このような考え方に基づく教育の結果や児童・生徒の学力の状況に絶えず関心

を払いながら、授業改善や家庭教育との連携の強化を図ることを通じて、基礎的・

基本的な知識・技能の確実な習得を図るとともに、それぞれの教科等で身に付け

た知識や技能を活用する学習活動を重視し、児童・生徒の「確かな学力」の育成

を目指した教育を推進していく。 
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次代を担う子供たちを育成していくためには、まず何よりも、子供の教育の第一

義的責任を有する家庭と、子供が成長・発達していく舞台となる地域社会の教育力

向上を支援していくことが必要になる。 

また、学校教育については、社会の急激な変化や人々の価値観の多様化等を背景

とした様々な期待の中で、質の高い教育を推進していくことが求められており、そ

のための環境整備は急務の課題となっている。 

子供たちには、子供たちを取り巻く環境の変化や時代のニーズを的確にとらえ、

「確かな学力」や人間関係を築く力の育成をはじめ、たくましく未来を切り拓いて

いくための基礎となる力をはぐくんでいく必要がある。 

こうしたことから、今日の教育を巡る課題や東京都における今後の取組の方向、

重点施策について、以下の三つの柱から整理する。 

○ 家庭や地域の教育力向上を支援する 

○ 教育の質の向上・教育環境の整備を推進する 

○ 子供・若者の未来を応援する 

 
 

 

○ 子供の健やかな成長は、学校の取組だけで成り立つものではない。家庭におい

ては、基本的な生活習慣の確立や心と体の調和の取れた発達が図られ、また、地

域では、友達との遊びや世代の異なる様々な人との触れ合いを通じて、自立心や

自制心を培い、それらを基盤に、学校教育が効果的に展開されるのである。 

 

○ しかし、今日、家庭が生活習慣の確立や基本的なルールやマナーの習得といっ

た、子供の教育に対する本来の使命を、十分に果たしていないのではないかとの

指摘がある。また、地域社会も、子供たちが豊かな人間関係や社会におけるルー

ルを身に付ける場となり得ていないとの指摘があり、それぞれの教育力向上に向

けた支援の必要性が高まっている。 
 

○ 一方、人々の価値観や倫理観等の変化、教育へのニーズの一層の高まり等を背

景に、学校は多くの深刻な課題を抱えている。本来、教育は、家庭・学校・地域・

社会の様々な関係者の相互の取組によって成り立つものである。子供の教育に係

る様々な課題に対応していくには、関係者が相互に教育に対する責任を自覚し、

地域の多様な人材で学校を支える仕組みを整えていく必要がある。 

Ⅱ 教育を巡る課題と東京都の教育施策の重点 

１ 家庭や地域の教育力向上を支援する 
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２ 教育の質の向上・教育環境の整備を推進する 

このことは、都民が自己の学習や経験に基づく様々な能力を、子供たちの教育

を支援する活動に参加することを通じて存分に発揮し、自己実現を果たしていく

ことにつながり、生涯学習社会の実現にも通じるのである。 
 

 
 

○ 子供たちの健やかな成長は都民の願いであり、学校教育に対する期待は高い。

児童・生徒が、目を輝かせて生き生きと学ぶことのできる学校づくりや、社会が

期待する人材を育成する教育は、これからも力強く推進していかなければならな

い。 
また、東京都においては、特別支援教育１）の対象者数が急増しており、学校に

おける特別支援教育の一層の充実に向けた支援体制を整えていくことが課題とな

っている。さらに、日本語指導を必要とする外国人児童・生徒も増加しており、

外国人の子供の教育の充実と受入体制の整備等が課題になっている。 
 

○ 質の高い教育を提供していくには、何よりもその担い手である教員の指導力向

上が重要である。しかし、団塊の世代に当たる経験豊かな教員が大量に退職する

時期を迎え、東京都では、平成 19 年度から平成 29 年度にわたって毎年 2,000 人

を超える規模の退職者が予想されている。一方で、子供の指導に十分時間を確保

できないといった教員の多忙感も指摘されている。 
このため、優秀な教員の確保・育成とともに、より質の高い教育を提供してい

くための環境整備を進めていく必要がある。 
 
○ 携帯電話やインターネットの目覚ましい普及の影で、それらを利用した犯罪が

増加している。東京都では、携帯電話を持っている小・中学生の割合が、全国的

に見ても高い。氾濫する有害情報やインターネット・携帯電話等を利用した犯罪

のほか、子供たちを様々な危険から守るための取組は、これからの大きな課題で

ある。 
 
 
 

 
１）特別支援教育：障害のある幼児・児童・生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点

に立ち、幼児・児童・生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を

改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うもの。平成 19 年４月から、「特別支援教育」が学

校教育法に位置付けられ、すべての学校において、障害のある幼児・児童・生徒の支援を更に充実していく

こととなった。 
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○ 首都東京、日本、そして世界で活躍する人材を育成することは、これからの教

育の大きな使命である。 
しかし、今日の豊かな時代を迎え、人々の価値観は多様化し、子供の規範意識

や倫理観の低下が指摘されるようになった。自己の権利は主張しても、自らが果

たすべき責任の自覚や正義感、志が欠けてきているのではないかといった指摘が

ある。 
 また、いじめ、暴力行為、不登校や中途退学などは、依然、学校教育の大きな

課題となっており、今後も取組の強化が求められている。 
 
○ これからの社会は、グローバル化が進展していくことが予想される。こうした

中で、次代を担う子供たちが身に付けなければならないのは、基礎的・基本的な

知識・技能や自ら学ぶ意欲・態度、自ら考え課題解決を図る力などの「確かな学

力」とともに、自分への自信、他者とともによりよく生きようとする自覚や態度、

そして、様々な人たちと豊かな人間関係を築く力であると考える。 
 
○ 規範意識や公共心、思いやりの心、健やかな体、人間関係を築く基礎となるコ

ミュニケーション能力などを育成していく教育、さらには、障害のある児童・生

徒の自立や社会参加を支援する教育の充実は、子供たちが豊かな未来を築いてい

くために重要な課題となっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 子供・若者の未来を応援する 
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東京都教育ビジョン（第２次）においては、三つの柱と、それに基づく 12 の取組の方

向及び 30 の重点施策を示した。  

 

Ⅰ 家庭や地域の教育力向上を支援する 

【取組の方向】 【重点施策】 

（１） 家庭教育を担う親への支援体制の充実 

（２） 仕事と生活の調和による親の教育参加の推進 

１ 家庭の教育力の向上 

（３） 学校における家庭教育への支援 

（４） 小学校との連続性を踏まえた就学前教育の充実 ２ 幼稚園・保育所における 

教育的機能の向上 （５） 幼稚園・保育所の連携促進 

（６） 団塊の世代等の活躍による地域教育活動の活性化 

（７） 企業等による地域における教育活動の促進   

 

３ すべての都民の参加に 

よる地域教育力の向上 

（８） 学校・家庭・地域が連携した教育活動の推進 

Ⅱ 教育の質の向上・教育環境の整備を推進する 

（９）  教員養成段階における実践的な指導力の育成 

（10） 現職教員の指導力向上 

４ 教員の資質・能力の向上 

（11） 職責・能力・業績を重視した新たな人事・給与制度の構築 

（12） 生徒・保護者の期待にこたえる学校づくり ５ 特色ある学校づくりの推進 

（13) 社会の期待にこたえる人材の育成 

６ 外部専門家の教育活動への 

積極的な活用 

（14） 外部専門家の教育活動への積極的な活用 

（１5） 特別支援教育の充実 ７ 特別な支援が必要な子供の 

教育の充実 （１6） 外国人の子供に対する教育の充実 

（１7） 子供が安全に暮らすための取組の推進   

（１8） 有害情報から子供を守るための情報教育と企業との 

連携の推進 

 

８ 子供の安全・安心の確保 

（19） 学校における震災対策の推進 

Ⅲ 子供・若者の未来を応援する 
 

 

（20） 「確かな学力」を育成するための授業改善の一層の推進 

 

９ 児童・生徒の「確かな学力」 

の向上 （21） 都立学校におけるＩＣＴを活用した授業力の向上 

（22） 規範意識や思いやりの心の育成 

（２3） いじめ、暴力行為、不登校への対応の強化 

（24） 子供の体力向上と健康づくりの推進 

10 子供の心と体の健やかな 

成長 

（25） 部活動の振興 

（26） キャリア教育の推進 

 
 

 

11 子供の社会的自立を支援 

する取組の推進 （27） 障害のある生徒の自立と社会参加に向けた教育の推進 

 

（２8） 人間関係を築く基礎となる力の育成 

 

（２9） 社会貢献の精神を育成する教育の推進 

 

12 首都東京・国際社会で活躍 

する日本人の育成 

（30） 日本の伝統・文化に対する理解の促進 

Ⅲ 東京都教育ビジョン（第２次）の体系 
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第２章 

取組の方向と 

重点施策 
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６歳未満の子供のいる子育て家庭のうち、92.1 パーセントは核家族世帯であり（平

成17年国勢調査 全国81.2パーセント）、また、地域の人間関係の希薄化等により、

子育てに関する経験が世代間で受け継がれづらくなっている。内閣府の調査からも、

家庭でのしつけや教育に対して不十分だと考えている保護者が多いことが分かる。 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
また、子供たちの生活習慣の乱れ、人間関係を築く力や規範意識の低下などの問

題が指摘されており、「小１問題」１）の遠因ともなっている。 
さらに、子育てへの負担感や不安、孤立感が増大していくことなどから、親が子

供を虐待してしまう状況に追い込まれる危険性も指摘されている。社会的に孤立し

た親への対応や、地域の実情や個々人の状況を踏まえたきめ細かな支援は、必ずし

も十分ではない。 
一方、子供の教育を母親任せにする父親が多いなど、仕事を持つ親の子供の教育

へのかかわり方のバランスが課題になっている。 
 加えて、望ましい食習慣や上手な乳幼児との接し方など、従来は家庭で教えてき

たことが、子供に身に付いていない状況にある。    
 
 
 
 
 
 
 
 
１）小１問題：小学校に入学したばかりの１年生が、集団行動が取れない、授業中に座っていられない、話を聞

かないなどの状態が数か月継続する状態 

１ 家庭の教育力の向上 

現状と課題 

Ⅰ 家庭や地域の教育力向上を支援する 

44.8

50.0

58.3

59.9

0 10 20 30 40 50 60 70

子育てや教育の問題点（保護者を対象） 

問「我が国の子育てや教育の現状について考えたとき、あなたはどのようなことが問題だと思いますか」  (％)

家庭でのしつけや教育が不十分であること 

地域社会で子供が安全に生活できなくなっていること

テレビやインターネットなどのメディアなどから、子供

たちが悪い影響を受けること 

世の中全般の風俗が乱れていること 

「低年齢少年の生活と意識に関する調査報告書」平成 19 年２月（内閣府）より   ※平成 18 年調査の上位 4 項目を抜粋

3.8

23.3

4.8

14.7

15.6

21.9

28.9

24.1

20.3

9.7

13.3

4.1

12.0

1.3 0.9

1.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

母親

父親

ほとんどない

15分くらい

30分くらい

1時間くらい

2時間くらい

3時間くらい

4時間以上

無回答

「低年齢少年の生活と意識に関する調査報告書」平成 19 年２月（内閣府）より    

親子の接触時間[平日]（保護者を対象：父母別）                  （％) 
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【施策の必要性】 

家庭での教育は、基本的な生活習慣や生活能力、自制心や自立心、豊かな情操、

他人に対する思いやり、善悪の判断などの基本的倫理観、社会的マナーなどの基礎

を子供たちにはぐくむものである。教育基本法の改正も踏まえ、教育について第一

義的責任を有し、すべての教育の出発点である家庭の教育力を高めることが重要で

ある。 
家庭の教育力を向上させるためには、子供の教育に対する家庭の役割を改めて喚

起し、家庭において子供たちに基本的な生活習慣を身に付けさせていくとともに、

地域を基盤に親たちに社会的なつながりを促していく必要がある。            
また、すべての親が安心して子供を産み育てられるよう、社会全体で総合的に子

育てや家庭教育を支援していくため、東京都の各局、区市町村が効果的に連携・協

力していく必要がある。 
子供は、社会の宝である。虐待や放任など、適切なしつけを行うことができない

一部の親に対しては、子供を健やかに育てることが自らの責務であると自覚させる

必要がある。 
 
【施策の内容】 

子供の基本的な生活習慣確立のための普及・啓発活動を全都的に展開していくと

ともに、乳幼児期からの子供の発達に関する科学的知見を踏まえ、地域における様々

な人々によるネットワークを形成し、乳幼児期からの子供の教育を支援していく。 
 また、子供だけでなく、親への対応も一体的・総合的に実施するため、局横断的

な取組を行っていくとともに、子ども家庭支援センターや児童相談所、保健所など

の専門機関との一層の連携を図っていく。 
 適切なしつけや子育てを行うことができない一部の親に対しては、子育て力向上

への支援を行っていく。 
 

 

【施策の必要性】 

親が仕事をしているかどうかにかかわらず、すべての親が子供の教育に責任を持

つことが重要である。 

このため、学校においては、仕事をしている親が学校行事等に参加しやすくなる

よう、曜日や時間の設定等を工夫しているところであるが、さらに、企業をはじめ

とした社会全体における、ワーク・ライフ・バランスに関する意識改革が必要であ

る。また、子供の教育に親が積極的にかかわれるよう、特に仕事をしている親向け

重点施策 1 家庭教育を担う親への支援体制の充実 

重点施策２ 仕事と生活の調和による親の教育参加の推進 
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の雇用環境整備を行う必要がある。 
 
【施策の内容】 

 企業におけるワーク・ライフ・バランスの取組を推進していくとともに、社会全

体の気運の醸成を促進していく。 

 学校における取組に加え、仕事をしている親が学校行事等に参加しやすくなるよ

う、企業等において雇用環境を改善するよう働きかけていく。 

 また、親が仕事と生活を両立させるために、放課後の時間帯に学校等の施設を利

用して子供を預かる仕組みを充実させていく。 

 
 
 
 

【施策の必要性】 

 子供の教育については、本来、家庭が果たすべき役割、学校が果たすべき役割が

あり、家庭教育は学校で代替できるものではない。しかし、それぞれの教育を充実

させるためには、相互の連携・協力が欠かせない。学校の教育の充実とともに、家

庭教育への支援につながる連携や取組を進めていくことが重要である。 
 例えば、近年、子供たちに偏った栄養摂取や朝食欠食等の食生活の乱れなどが見

られることから、学校においても、食に関する指導の充実が求められている。また、

少子化や核家族化の影響から、実際に乳幼児と触れ合う体験に乏しい子供たちに対

し、その機会を提供する必要もある。 
 幼稚園・保育所についても、家庭における教育を支援する立場から、その教育的

機能の活用が求められている。 
   
【施策の内容】 

 栄養教諭２）や食育リーダー３）等を活用し、学校や家庭において健全な食習慣の形

成を推進していく。また、高校の家庭科で全生徒が学習している保育に関する学習

において体験活動の一層の充実を図ることなどにより、子供たちが学校教育の中で

も乳幼児等の保育を直接的に体験できる機会を確保していく。 

 さらに、幼稚園・保育所の協力を得て、保護者や地域の子育て家庭を対象に、望

ましい生活習慣の普及・啓発、相談活動、交流の場の提供などを通じて、家庭教育

を支援していく。 

 

２）栄養教諭：学校における食育推進の中核を担う者として、国において創設された職。学校給食の管理、食に

関する指導といった職務に加え、東京都においては、食育リーダーへの支援の役割も担う。 

３）食育リーダー：都内公立学校における食育推進の中核を担う者として全校に置かれるもので、食に関する指

導の全体計画作成の際の助言、家庭や地域との連携における調整等を行う。 

重点施策３ 学校における家庭教育への支援 
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小学校１年生の教室における、学習に集中できない、教員の話を聞けずに授業が

成立しない等の「小１問題」に対し、東京都教育委員会では、小学校への円滑な接

続を図る就学前教育の推進を目的としたモデル事業等を実施してきた。そして、幼

稚園・保育所での様々な教育活動と小学校での学習内容との関連を明らかにし、連

続性を踏まえた指導の取組方策等をまとめ、区市町村教育委員会等を通じて普及・

啓発を図っているが、「小１問題」は依 

然課題として残っている。 

また、幼稚園と保育所は、その設置 

目的を異にしており、それぞれの社会 

的役割を果たしてきたが、就学前の子 

供に関する教育・保育のニーズの多様 

化に十分に対応できていない。教育及 

び保育の一体的な提供や地域における 

子育て支援を目的としてスタートした 

「認定こども園」１」も少数に留まって 

いる。 

 さらに、都内の幼稚園・保育所の就園状況をみると、保育所入所児が全体の３分

の１以上を占めるともに、幼稚園在園児の９割以上は私立幼稚園の幼児であること

から、それぞれの関係者との連携・協力が欠かせない。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

１）認定こども園：幼稚園、保育所のうち、以下の機能を備え、都道府県知事の認定を受けた施設のことをいう。 

・就学前の子供を、保護者の就労の有無にかかわらず受け入れ、幼児教育・保育を一体的に提供する機能 

・地域における子育て支援を行う機能  

類型 認定件数 

幼保連携型 ３ 

幼稚園型 ３ 

保育所型 ３ 

地方裁量型 １ 

合計 10 

幼稚園在園児 幼児数 

（19.4.1 現在） 国立 公立 私立 計 

保育所 

入所児 

297,517 378 14,773 162,525 177,676 99,998 

２ 幼稚園・保育所における教育的機能の向上 

現状と課題 

都内の認定こども園の認定件数 

都内の幼稚園・保育所の就園状況（３～５歳児）     （単位：人） 

「東京都の教育 平成 19 年版」平成 19 年５月１日現在（東京都教育庁）より 

平成 19 年 12 月１日現在 

東京都福祉保健局 
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【施策の必要性】 

小学校に入学してきた子供たちが、幼稚園・保育所で過ごしてきた生活との隔た

りを感じることなく、小学校生活へ移行できるよう、就学前教育から小学校教育へ

の連続性を重視し、円滑な接続を行うことが重要である。 
そのためには、幼稚園・保育所と小学校とが、相互にそれぞれの特性等について

正しく理解し合い、連携を強化することが必要である。 
また、幼稚園・保育所の幼児とその親が、小学校に入学する前に、小学校生活を

体験できる機会を持つことは、円滑な小学校生活のスタートに有効である。 
  

【施策の内容】 

今後の幼稚園教育要領や保育所保育指針の改訂を受け、就学前教育に関する総合

的なプログラムやカリキュラムを研究・開発し、幼稚園・保育所での活用や家庭と

の連携・協力を図り、「小１問題」への対応も含め、就学前の子供たちの教育の充実

を図る。  
また、幼稚園・保育所の子供たちが、小学生と交流できる機会の提供を促進する

とともに、その保護者を含めて、小学校の日常生活の様々な場面で小学校生活を体

験し、実感できる機会をつくる。 
さらに、教員等の研修について工夫・改善し、就学前教育と小学校教育の担当者

が、それぞれに連続性を踏まえた教育を推進できるよう支援していく。 
 
 
 
 
 

【施策の必要性】 

 幼稚園と保育所は、設置目的に違いはあるものの、就学前の子供たちが、生涯に

わたる人間形成の基礎を培うために大切な役割を果たしている。 
 保護者は、自分の就労状況に応じて幼稚園と保育所のどちらかを選択しているが、

幼稚園と保育所が、それぞれの良いところを生かし、就学前の子供に関する教育・

保育・子育て支援の総合的な提供を推進していくことが重要である。 
また、幼稚園と保育所相互の知識・経験・ノウハウ等が十分に共有されていない

ことから、それぞれの教育・保育の質を向上させるためには、相互の連携を促進し

ていく必要がある。 
 

重点施策４ 小学校との連続性を踏まえた就学前教育の充実 

重点施策５ 幼稚園・保育所の連携促進 
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【施策の内容】 

 「認定こども園」の設置を促進するとともに、幼稚園の教員と保育所の保育士が

合同で研修を行う機会を促進するなどして、就学前の子供に対する教育と保育の充

実を図っていく。 


